保証金契約書
　　　　株式会社（以下、「甲」という。）と、　　　　（以下、「乙」という。）との間で、平成　　年　　月　　日付締結した代理店契約（以下、「代理店契約」という。）に基き、保証金契約書を締結する。
記
第１条
乙は甲に対し、金　　　　円を積み立てる。その積み立て方法は、甲乙別途協議のうえ、定めるものとする。
第２条
甲は、乙を、甲の代理店に指定する。
第３条
甲は乙に対して、乙が第１条の保証金の積立が完了した月の翌月初日から、その保証金につき、年５分の割合による利息を支払う。
第４条
乙が、代理店契約条項又は本契約各条項の一に違反したときは、甲は催告を要することなく、本契約を直ちに解除することができる。
第５条
本契約が解除されたときは、甲は、甲に対する乙の債務（手形債務を含む。以下同じ。）が全て消滅した日から　　以内に、第１条の保証金を乙の債務が全て消滅した日までの第３条に基づく利息と共に乙に返還する。
第６条
甲及び乙は、本契約に定める事項に関し、改訂の必要を生じたときは、その都度、甲乙誠意をもって協議して定める。
第７条
本契約に記載のない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じたときは、相互に協議し、誠意をもってこれを解決する。
第８条
乙から甲に対する債務の履行が　か月以上滞ったときは、甲は、第１条の保証金をもって、その債務の全部又は一部の弁済に充てることができる。
２
前項の場合には、乙は、直ちにその不足した額の保証金を甲に追加積立てしなけ
ればならない。
第９条
本契約期間は、代理店契約の存続期間と同様とする。
平成　　年　　月　　日
甲：
代表取締役　　　　　　　印
乙：
氏名　　　　　　　　　　印
